
栄東まちづくり協議会 会議資料（2023年 2月） 

 

日時 2023年 2月 2日（木）18:30～20:00 

場所 栄東まちづくり協議会 

 

■議題 

1．防犯事業 防犯カメラの更新について 

 

2．多文化共生事業 イベントの実施について 

 

3．調査研究事業について 

 

4．広報事業について 

 

5．2022年度予算の修正について 

 

6．栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則の改正について 

 

 

■報告事項 

1．防災事業 防災・防犯講習会について 

 

2．環境美化事業 ゴミ、カラス対策について 

 

3．街路灯事業 栄 5丁目の整備計画案作成について 

 

4．多文化共生事業 相談事業の広報資料について 

 

5．地域活性化事業 公衆無線 LAN廃止について 

 

6．2023年 1月以降の協議会事務局の賃貸契約について 

 

 

■その他 

1．栄東まちづくり協議会における今後の体制・運営について 

 

2．次回協議会の日程について：3/2（木）18:30～20:00 



議題 1 

1 
 

防犯事業 防犯カメラの更新について 

 

1．2022年度事業計画 

3 機種ある防犯カメラの特性を把握しながら、栄東に最も適した機種や持続

可能な運用を検討し、街の防犯力の向上を目指す。 

 

2．2022年度事業予算 

105万円 

 

3．2023年度事業計画 

(1) 防犯カメラの整備 

2017年度に栄 5丁目に 37か所 42台の防犯カメラを設置し、2021年度に

愛知県警の防犯カメラ未設置の栄 4丁目に 4か所 4台防犯カメラを設置した。

更に、2021年度に老松第六町内会から移管された防犯カメラ 7か所 7台を加

え、栄東地区内で 48か所 53台の防犯カメラを運用し、地域の防犯力向上に

取り組んでいる。 

栄 5 丁目設置の防犯カメラは設置後 5 年以上経過しているため、犯罪抑止

効果及び画像閲覧作業負担を考慮し、カメラの形状及び画像閲覧の方法を検

討の上、街路灯整備計画も踏まえ、防犯カメラの更新を計画的に実施する。 

また、栄 5 丁目の防犯カメラ未設置地区の防犯カメラ新設につき、設置場

所や方法について調査の上、必要に応じ新設を行う。 

 

(2) 防犯カメラの維持管理 

防犯カメラの保守、電柱共架料や電気代、賠償責任保険料等の経費を支出

する。加えて、犯罪抑止力を更に強化するため、防犯カメラが作動中である

ことを周知するステッカーを作成する。 

 

4．事業内容（案） 

・既設防犯カメラの更新：既に設置後 5 年以上経過した既設防犯カメラのうち

（一般的な耐用年数：5 年程度）、「5 メートル程度の高さでの高所作業が必

要となる地点（次ページ参照）」と「捜査機関から犯罪捜査目的による要請

を受ける件数が多い地点の防犯カメラ」に更新する。 

・仕様：ドーム型カメラ 

・更新台数：事業予算の範囲内で 10基程度を想定 

・画像閲覧・複製の方法：ネットワーク経由で事務局にて閲覧・複製 

・契約方法：賃貸借契約（5年間。修繕等保守費用含む） 

 

 

＜審議事項＞防犯カメラの更新について、上記 4 の内容を基に事業を進めてよ

ろしいか。 

 



議題 1 

2 
 

【参考：5メートル程度の高さでの高所作業が必要な地点】 

・電柱共架の防犯カメラ（2基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．5m程度の高さに収納 BOXが設置されている防犯カメラ（11基） 

 

 

 

 

 



議題 2 

多文化共生事業 イベントの実施について 

 

1．2022年度事業計画 

外国人が参画するイベントを実施することで、文化交流を促し、相互理解を

深め、地域の担い手となる外国籍住民・事業者・学生たちとつながりを作る。 

 

2．2022年度事業予算 

25万円 

 

3．2023年度事業計画（多文化共生事業） 

(1) 相談事業の実施 

2018 年度より日本語が母語ではない外国籍や外国にルーツがある住民を

主な対象とした多言語での相談事業を実施し、多文化共生の実現に向け取り

組んでいる。その相談事業をより効果的に実施するため、外国人住民だけで

なく、その周りにいる地域住民・事業者等に対しても事業内容の周知を行い、

相談につながりやすい環境整備を行う。 

 

(2) 外国人住民参画イベントの実施 

外国人住民や外国人コミュニティと連携し、異文化理解促進につながる相

互交流イベントや日本の制度や外国人住民を取り巻く状況等について知識習

得につながるセミナー等を企画し、実施する。 

 

4．事業内容（案） 

栄東地域で実施している相談事業の内容を報告し、外国人住民を取り巻く状

況等について知識習得につながる勉強会を行う。 

 

（例） 

・日時：平日夜間（18:30～1時間半程度の想定） 

・場所：協議会会議室（最大 30名程度） 

・参加者：協議会委員、地域団体会員、関心ある町内・企業等の方 等 

・内容：①外国人住民の概要、在留資格の基礎知識、外国人相談の必要性 

②2022年度相談事業の報告（委託 2団体より） 

    ③地域で相談を受けた時の対応ポイント 

 

 

＜審議事項＞多文化共生事業 イベントについて、上記 4の内容を基に事業を進

めてよろしいか。 



議題 3 

調査研究事業について 

 

1．2022年度事業計画 

栄東地区のまちづくりの方向性、施策を検討するため、まちづくりビジョン

の策定を進める。より良いまちづくり活動を続けるため、他地域の事例を調

査、研究する。 

 

2．2022年度事業予算 

148万円 

 

3．2023年度事業計画 

(1) 他地域先行事例の研究 

栄東地区のまちづくり事業の参考とし、より効果的な事業執行をするため、

講習会の開催や外部団体主催の学習会等への参加、他地域への視察等を行う。 

 

(2) まちづくりビジョンの検討 

まちづくりビジョンの策定に向けた機運醸成・課題共有化・地域の合意形成

を目的とした講習会を行う。 

 

4．事業内容（案） 

(1) 他地域先行事例の研究 

栄東地区のまちづくり事業の参考とし、より効果的な事業執行をするため、

事務局職員が先行して他地域への視察等を行い、その結果を報告する。 

 

（例）防災事業：兵庫県神戸市、ゴミ、カラス対策：愛知県小牧市、 

地域活性化事業：神奈川県横浜市、 

調査研究事業（まちづくりビジョンの検討）：港まちづくり協議会 

 

(2) まちづくりビジョンについての講習会 

まちづくりビジョンの策定に向けた機運醸成・課題共有化・地域の合意形成

のため、他地域のまちづくりビジョンについて知る機会となり、また、栄東地

域におけるまちづくりビジョン策定にかかる地域の認識の現状確認及び意見交

換ができる講習会を行う。 

 

（例） 

・日時：平日夜間（18:30～1時間半程度の想定） 

・場所：協議会会議室（最大 30名程度の場合） 

・参加者：協議会委員、地域団体会員 

・内容：①他地における先行事例について 

②栄東地域におけるまちづくりビジョンの必要性について 

 

 

＜審議事項＞調査研究事業について、上記 4 の内容を基に事業を進めてよろし

いか。 



議題 4 

広報事業について 

 

1．2022年度事業計画 

栄東地区の魅力、情報を発信するため、地域主体により広報紙等の広報媒体

を作成するほか、SNS やホームページを活用する。 

 

2．2022年度事業予算 

120万円 

 

3．2023年度事業計画 

栄東地区の魅力やまちづくり事業に関わる情報を地域内外に発信するため、

広報紙や定期発信ニュースレター等の広報媒体を作成し、デジタルでの情報発

信も強化の上、広報を行う。 

また、栄東地区としてより効果的・戦略的に情報発信を行うため、各地域団

体の既存のホームページ・SNS の相互リンク等による連携や新規媒体利用の検

討、共催イベントの情報発信時の役割の見直し等を検討し、改善を行う。加え

て、地域イベントの参加者数や参加者層の拡大のため、マスメディア等による

情報発信の強化に取り組む。 

 

4．事業内容（案） 

（1）協議会及び実施事業についてのパンフレット作成 

（デジタルデータ及び印刷物） 

（2）栄東地域の情報発信にもつながるツールとしての協議会委員及び事務局

の名刺作成 

 

 

＜審議事項＞広報事業について、上記 4 の内容を基に事業を進めてよろしいか。 



議題 5 

2022年度予算の修正について 

 

1．2023年 1月協議会での審議結果 

予算の執行残を街路灯の整備に流用することが全員一致で承認された。尚、

街路灯を追加で整備する場所が瓦通南側となる場合、栄 5 丁目の地先となる

ため、今年度の街路灯の仕様である「広告枠なし 4 丁目モデル（20 ルクス）」

での整備につき、栄東発展会へ報告を依頼した。 

 

2．追加する街路灯整備の内容（2023年 1月 19日栄東発展会定例会での審議結果） 

（1）新設街路灯の追加 

  ・設置場所：瓦通南側歩道の東から順次地先の同意が得られた場所へ設置 

  ・街路灯の仕様：広告枠なし 4丁目モデル（20ルクス） 

（2）既設撤去街路灯の追加 

栄 5 丁目街路灯整備計画案作成のために実施した街路灯現況調査により判

明したポールの傾きが大きい 3基を先行撤去 

（3）街路灯が整備できない区間における電柱への街路灯共架 

なし（一部の町内会より要望は出たが、共架できる形状の電柱が当該地区

になかったため） 

 

3．予算の修正案 

上記 2 の街路灯整備の内容を追加するにあたり、必要な予算を確保するため、

既に実施した事業及び今後実施する見込みのない事業に計上されている予算を

流用し、必要な予算を修正するもの。詳細は別紙参照 

 

 

＜審議事項＞予算を修正し、各事業を執行してよろしいか。 

 



議題5 別紙

栄東まちづくり協議会 2022年度 予算（現計予算）及び2月協議会修正案 (単位:円)

収　入 金額

 1 補助金 65,759,859 65,759,859

65,759,859 65,759,859

支　出 金額

 1 防犯事業 1 既設置カメラの運営、維持管理 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

1 防災訓練の実施 612,000 361,000

2 防災・防犯講習会の実施 612,000 325,000

1 落書き消し活動 80,845 80,845

2 ゴミ、カラス対策 89,155 89,155

1 街路灯の更新 21,231,000 23,947,000

2 街路灯の維持管理 3,144,000 5,898,000

1 池田公園トイレ維持管理 1,000,000 1,000,000

2 池田公園の修景 1,000,000 1,000,000

 6 道路空間整備
   検討事業

違法駐車がされにくく、放置自転車のない、
歩いて楽しい道路空間の検討

110,000 110,000 0 0

相談事業 2,070,000 2,070,000

イベントの実施 250,000 100,000

1 池田公園夏まつり 2,640,000 2,792,000

  イルミネーションイベント 1,000,000 764,000

  バスケットボール 3 b y3 0 0

2 池田公園イルミネーション 3,920,000 3,385,000

  歩道イルミネーション 3,168,000 2,860,000

3 公衆無線LAN(Free Wi-Fi)廃止 3,618,000 553,000

 9 調査研究事業 栄東地区のまちづくりの方向性、施策の調査、検討 1,480,000 200,000

10 広報事業 1,200,000 1,200,000

11 事業調整 事業等の再構築 89,859 689,859

48,364,859 48,364,859

事務費　 17,395,000 17,395,000

65,759,859 65,759,859

2月協議会修正案

2月協議会修正案

名古屋市補助金

合　　　　　計

 2 防災事業 1,224,000 686,000

 3 環境美化事業 170,000 170,000

 4 街路灯事業 24,375,000 29,845,000

 5 公園整備事業 2,000,000 2,000,000

 7 多文化共生事業 2,320,000 2,170,000

 8 地域活性化事業 14,346,000 10,354,000

広報紙、ホームページによる情報発信

事業費　計

事務局人件費、事務所賃料、水道光熱費、備品・消耗品購入
費、会計委託費等

合　　　　　計



議題5　参考資料

栄東まちづくり協議会　2022年度予算・決算見込比較（2023年2月2日時点） (金額単位：円）

＊12月までは実績、1月以降は見込で計算

＊赤字：1月協議会以降の更新箇所

予算
(A)

差引
(A-B)

増減理由

 1 補助金 名古屋市補助金 65,759,859 0

65,759,859 65,759,859 0

予算
(A)

差引
(A-B)

増減理由

 1 防犯事業 1,050,000 0

1,050,000 0

1,224,000 538,903

612,000 251,503 事業内容の見直し

612,000 287,400
会場費・音響照明委託
費用の減

170,000 467

80,845 0

89,155 467

24,375,000 ▲ 5,469,835

21,231,000 ▲ 2,716,000

3,144,000 ▲ 2,753,835
電気料金の増、賠償責
任保険の新規加入

2,000,000 0

1,000,000 0

1,000,000 0

110,000 110,000

110,000 110,000 未実施

2,320,000 150,000

2,070,000 0

250,000 150,000 イベント数の減

14,346,000 3,995,015

2,640,000 ▲ 151,572 設営外部委託費の増

1,000,000 236,920
出演者謝金・事業内容
等の見直し

0 0 未実施

3,920,000 535,768 装飾材料費の減

3,168,000 308,000 見込みの減

3,618,000 3,065,899
設備の撤去から設備の
無償譲渡へ変更

1,480,000 1,280,000

1,480,000 1,280,000
視察人数の減、まちづ
くりビジョン検討の未
実施

1,200,000 0

1,200,000 0

89,859 0

89,859 0

48,364,859 604,550

  1 事務費　
事務局人件費、事務所賃料、水道光熱費、
備品・消耗品購入費、会計委託費等

17,395,000 621,739 人件費の減

17,395,000 621,739

65,759,859 64,533,570 1,226,289

  1 防災訓練の実施 360,497

収　入
決算見込

(B)

65,759,859

合　　　　　計

支　出
決算見込み

(B)

1,050,000

  1 既設置カメラの運営、維持管理 1,050,000

 2 防災事業 685,097

  2 防災・防犯講習会の実施 324,600

 3 環境美化事業 169,533

  1 落書き消し活動 80,845

  2 ゴミ、カラス対策 88,688

 4 街路灯事業 29,844,835

  1 街路灯の更新 23,947,000

  2 街路灯の維持管理 5,897,835

 5 公園整備事業 2,000,000

  1 池田公園トイレ維持管理 1,000,000

  2 池田公園の修景 1,000,000

 6 道路空間整備検討事業 0

  1 違法駐車がされにくく、放置自転車のない、歩いて楽しい
    道路空間の検討

0

 7 多文化共生事業 2,170,000

  1 相談事業 2,070,000

  2 イベントの実施 100,000

 8 地域活性化事業 10,350,985

  1 池田公園夏まつり 2,791,572

    イルミネーションイベント 763,080

    バスケットボール 3 b y3 0

  2 池田公園イルミネーション 3,384,232

    歩道イルミネーション 2,860,000

  3 公衆無線LAN(Free Wi-Fi)廃止 552,101

 9 調査研究事業 200,000

  1 栄東地区のまちづくりの方向性、施策の調査、検討 200,000

10 広報事業 1,200,000

  1 広報紙、ホームページによる情報発信 1,200,000

11 事業調整 89,859

事業費・事務費　計

  1 事業等の再構築 89,859

事業費　計 47,760,309

16,773,261

事務費　計 16,773,261



議題 6 

栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則の改正について 

 

1．改正の概要 

 事務局職員の勤務時間、勤務を要しない日及び休暇に関する規定等について、

一般的に採用されている労働基準及び労働条件等を踏まえつつ、必要とされ

る基本的な労働条件の整理を図る観点から、所要の規定の整備を図る。 

 

 

2． 改正案 

(1)栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則 (別紙 1参照） 

(2)栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則に基づく賃金 (別紙 2参照) 

 

3．施行期日 

令和 4年 4月 1日  

栄東まちづくり協議会事務局職員規則第 48条第 1項第 3号の改正規程につ

いては令和 5年 4月 1日。 

 

 

＜審議事項＞上記の通り、栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則を改正し

てよろしいか。 

 



議題6 別紙1 
2023年2月1日 

栄東まちづくり協議会 

栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則 新旧対照表 

新(改正案) 旧（現行） 備考欄 
 

-1- 

（略） （略） （略） 

（目的） （目的）  

  第１条（略）   第１条（略） （略） 

      (削除)     ２ この規則に定める事項のほか、就業に関する事項につい

ては、労働基準法（昭和22年法律第49号）その他の法令

の定めによる。 

（削除） 

    ２ この規則に定める事項のほか、就業に関する事項につい

ては、個別の労働条件通知書の定めによる。 

       （新設） 

（略） （略） （略） 

（採用） （採用）  

  第３条（略）   第３条（略） （略） 

    ２ 職員を希望する者は、次の各号に定める書面その他協議

会会長（以下「会長」という。）が必要と求める書類を

提出しなければならない。 

    ２ 職員を希望する者は、次の各号に定める書面その他を協

議会会長（以下「会長」という。）が必要と求める書類

に提出しなければならない。 

（変更） 

（１）、（２）（略） （１）、（２）（略） （略） 

(削除) （３）自筆による履歴書（写真添付のもの） （削除） 

(削除) （４）健康診断書 （削除） 

(削除) （５）資格又は免許証等の写し （削除） 

(削除) （６）前各号のほか会長が特に必要と認める書類 （削除） 

（採用時の提出書類） （採用時の提出書類）  

  第４条 採用された職員は、すみやかに次の各号に掲げる書類を

提出しなければならない。 

  第４条 採用された職員は、すみやかに次の各号に掲げる書類を

提出しなければならない。 

 

（１）（略） （１）（略） （略） 

（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「番号法」という。）に定める個人番号カード

（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「番号法」という。）に定める個人番号カード又は

（変更） 
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又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載さ

れた事項がその者に係るものであることを証するも

のとして行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律施行規則（平成２６

年内閣府・総務省令第３号）で定める書類（但し、

対面で本人確認を行う場合は、原本を提示するもの

とする。） 

通知カードの写し及び当該通知カードに記載された

事項がその者に係るものであることを証するものと

して行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律施行規則（平成26年内閣

府・総務省令第3号）で定める書類（ただし、対面で

本人確認を行う場合は、原本を提示するものとす

る。） 

（３）（略） （３）（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（試用期間） （試用期間）  

  第６条 採用された職員は、採用した日から１か月間を試用期間

とする。但し、会長が適当と認めるときは、この期間を

短縮し、又は設けないことがある。 

  第６条 採用された職員は、採用した日から1ヶ月間を試用期間と

する。ただし、会長が適当と認めるときは、この期間を

短縮し、又は設けないことがある。 

（変更） 

    ２ 試用期間中に職員として不適格と認めた者は、解職する

ことがある。但し、採用後１４日を経過した者について

は、第９条に定める手続きによって行う。 

    ２ 試用期間中に職員として不適格と認めた者は、解雇する

ことがある。ただし、採用後14日を経過した者について

は、第9条に定める手続きによって行う。 

（変更） 

    ３（略）     ３（略） （略） 

（雇用期間） （雇用期間）  

  第７条 職員の雇用期間は、４月１日から起算して１年とする。

但し、年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間

をいう。以下同じ。）の途中に採用された職員の雇用期

間は、採用の日から当該採用の日の属する年度の末日ま

での期間とする。 

  第７条 職員の雇用期間は、4月1日から起算して1年とする。ただ

し、年度（4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

以下同じ。）の途中に採用された職員の雇用期間は、採

用の日から当該採用の日の属する年度の末日までの期間

とする。 

（変更） 

    ２ 職員の雇用期間は、１年以内の期間を定めて更新するこ

とができる。但し、次の各号のいずれかに該当する場合

には、会長が特に必要と認めた場合を除き、期間は更新

することができない。 

    ２ 職員の雇用期間は、1年以内の期間を定めて更新すること

ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

には、会長が特に必要と認めた場合を除き、期間は更新

することができない。 

（変更） 

（１）〜（５）（略） （１）〜（５）（略） （略） 

（６）雇用期間の末日において年齢が６５歳以上である場 （６）雇用期間の末日において年齢が65歳以上である場合 （変更） 
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合 

    ３ 前２項の規定にかかわらず、業務の遂行上必要がある場

合においては、雇用期間を別に定めることができる。こ

の場合においても、当該雇用期間の末日は、当該採用の

日の属する年度内の日とする。 

    ３ 前2項の規定にかかわらず、業務の遂行上必要がある場合

においては、雇用期間を別に定めることができる。この

場合においても、当該雇用期間の末日は、当該採用の日

の属する年度内の日とする。 

（変更） 

（無期労働契約への転換） （無期労働契約への転換）  

  第８条 前条の規定により雇用された職員のうち、通算雇用期間

が５年を超える職員は、書面による申し出により、現在

締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日か

ら、期間の定めのない（無期労働契約）での雇用に転換

することができる。 

  第８条 前条の規定により雇用された職員のうち、通算雇用期間

が5年を超える職員は、書面による申し出により、現在締

結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、

期間の定めのない（無期労働契約）での雇用に転換する

ことができる。 

（変更） 

    ２ この規則に定める労働条件は、第１項の規定により無期

労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。但

し、無期労働契約へ転換した職員の定年は、満６５歳と

し、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職と

する。 

    ２ この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労

働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただ

し、無期労働契約へ転換した職員の定年は、満65歳と

し、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職と

する。 

（変更） 

（略） （略） （略） 

（解職） （解職）  

  第９条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は職員を解

職する。 

  第９条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は職員を解

職する。 

 

(削除) （１）本人が死亡した場合 （削除） 

（１）（略） （２）（略） （略） 

（２）不承認欠勤が年度を通じて１０日を超えることとな

ったとき 

（３）不承認欠勤が年度を通じて10日を超えることとなっ

たとき 

（変更） 

（３）（略） （４）（略） （略） 

（４）第３０条に規定する病気休暇が当初の雇用日から雇

用期間の末日までの間において７５日を超えた場

合。但し、病気休暇が取得後、１年を超えて再び病

（５）第29条に規定する病気休暇が当初の雇用日から雇用

期間の末日までの間において75日を超えた場合。た

だし、病気休暇が取得後、1年を超えて再び病気休暇

（変更） 
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気休暇を取得したときは、前後の病気休暇の期間を

通算しない。 

を取得したときは、前後の病気休暇の期間を通算し

ない。 

（５）（略） （６）（略） （略） 

（６）前５号に規定する場合のほか、職務に必要な適格性

が欠如する場合 

（７）前5号に規定する場合のほか、職務に必要な適格性が

欠如する場合 

（変更） 

（７）、（８）（略） （７）、（８）（略） （略） 

（解職の予告） （解職の予告）  

 第１０条 前条の規定により解職する場合は、本人に対し３０日前

に予告するものとする。但し、次の各号の一に該当する

ときは、この限りではない。 

 第１０条 前条の規定（同条第1号を除く。）により解職する場合

は、本人に対し30日前に予告するものとする。ただし、

次の各号の一に該当するときは、この限りではない。 

（変更） 

（１）職員として採用後１４日以内に解職するとき。 （１）職員として採用後14日以内に解職するとき。 （変更） 

（２）、（３）（略） （２）、（３）（略） （略） 

（４）２月以内の期間を定めて雇用するとき。（但し、そ

の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合を

除く。） 

（４）2月以内の期間を定めて雇用するとき。（ただし、そ

の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合を

除く。） 

（変更） 

（退職） （任意退職） （変更） 

 第１１条 職員が次のいずれかに該当する場合は、括弧内に記した

日をもって退職とする。 

       （新設） 

（１）死亡したとき。（死亡した日）  （新設） 

（２）退職について、会長との合意があったとき。（合意

した退職日） 

 （新設） 

（３）労働契約の雇用期間が満了したとき。（雇用期間満

了日） 

 （新設） 

（４）会長の許可なく欠勤し、連絡不能、居所不明などの

とき。（欠勤開始日の翌日を初日として３０暦日を

経過した日） 

 （新設） 

（５）外国人で在留資格を喪失したとき。（在留資格期間  （新設） 
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の最終日） 

    ２ 前項第２号において、職員が退職しようとするときは、

原則として退職する日の１４日前までに退職願を事務局

長を経て会長に提出し、会長の承認があるまでは従前の

業務に従事しなければならない。但し、退職願を提出

後、提出日から１４日を経過したとき、又はやむを得な

いときはこの限りではない。 

 第１１条 職員が退職しようとするときは、原則として退職する日

の14日前までに退職願を事務局長を経て会長に提出し、

会長の承認があるまでは従前の業務に従事しなければな

らない。ただし、退職願を提出後、提出日から14日を経

過したとき、又はやむを得ないときはこの限りではな

い。 

（変更） 

（略） （略） （略） 

（勤務時間等） （勤務時間等）  

 第１６条 勤務時間は、常勤職員の場合、１週間当たり、休憩時間

を除き、３８時間４５分、短時間勤務職員の場合、個別

の労働条件通知書により定める。 

 第１６条 勤務時間は、常勤職員の場合、1週間当たり、休憩時間を

除き、38時間45分、短時間勤務職員の場合、1週間当た

り、休憩時間を除き、30時間とする。 

（変更） 

    ２ 勤務時間の割り振りについては、次表のとおりとし、週

の勤務日数については、常勤職員の場合、１週間当たり

５日とし、短時間勤務職員の場合、個別の労働条件通知

書により定める。 

    ２ 勤務時間の割り振りについては、次表のとおりとし、週

の勤務日数については1週間当たり5日とする。 

（変更） 

区分 始業時刻・終業時刻 休憩時間 

常勤職員 

午前７時４５分から午後

４時３０分まで 

午前１１時か

ら正午 

午前８時４５分から午後

５時３０分まで 

正午から午後

１時 

短時間勤務

職員 
個別の労働条件通知書により定める。 

 

区分 始業時刻・終業時刻 休憩時間 

常勤職員 
午前8時45分から午後5時3

0分まで 
正午から午

後1時 
短時間勤務

職員 
午前10時から午後5時まで 

 

（追加） 

    ３ 前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合、そ

の他やむを得ない事情がある場合は、全部又は一部の職

    ３ 前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合、そ

の他やむを得ない事情がある場合は、全部又は一部の職

（変更） 



議題6 別紙1 
2023年2月1日 

栄東まちづくり協議会 

栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則 新旧対照表 

新(改正案) 旧（現行） 備考欄 
 

-6- 

員について、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更す

ることができる。但し、この場合においても第１項の所

定の勤務時間の範囲内において変更するものとする。 

員について、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更す

ることができる。ただし、この場合においても第1項の所

定の勤務時間の範囲内において変更するものとする。 

（勤務を要しない日） （勤務を要しない日）  

 第１７条 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。

以下「祝日法」という。）に規定する休日及び１２月２

９日から翌年の１月３日までの日（祝日法に規定する休

日を除く。）には、別に命ぜられた場合を除き、勤務を

要しない。 

 第１７条 祝日法国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

（祝日法に規定する休日を除く。）には、別に命ぜられ

た場合を除き、勤務を要しない。 

（変更） 

      (削除)     ２ 会長は、前項に規定する勤務を要しない日に勤務するこ

とを命じる場合には、あらかじめ当該日に替えて当該日

の翌日から起算して4週間以内の会長が定める日の勤務を

免除しなければならない。 

（削除） 

（週休） （週休）  

 第１８条（略）  第１８条（略） （略） 

      (削除)     ２ 前項の週休については、業務の都合上やむを得ない場合

は、あらかじめ他の日と振り替えることがある。 

（削除） 

    ２ 法定休日は、日曜日とする。        （新設） 

（振替休日）  （新設） 

 第１９条 第１７条の勤務を要しない日及び前条の週休について

は、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の

日と振り替えることができる。 

       （新設） 

    ２ 振替休日の単位は、１日単位又は半日単位とする。        （新設） 

（代休） （代日休暇） （変更） 

 第２０条 職員が、第１７条及び第１８条の規定による休日に勤務

した場合は、代休を与えることがある。 

職員が、第17条の規定による休日に会長が定める時間以上勤務した場

合は、会長が定める時間に対し、代日休暇を与えることができる。） 

（追加） 

    ２ 前項の代休を取得する場合、希望する日の少なくとも２

労働日前までに、会長に届け出るものとする。但し、業

       （新設） 
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務の都合によりやむを得ない場合は、代休の取得を希望

した日を変更することがある。 

（略） （略） （略） 

（遅刻及び早退） （遅刻及び早退）  

 第２３条 職員は、始業時刻後に出勤し、又は終業時刻前に退出し

ようとする場合は、その理由及び時間を明示し、あらか

じめ会長に申請して承認を得なければならない。 

 第２２条 職員は、始業時刻後に出勤し、または終業時刻前に退出

しようとする場合は、その理由及び時間を明示し、あら

かじめ会長に申請して承認を得なければならない。 

（変更） 

    ２（略）     ２（略） （略） 

（欠勤） （欠勤）  

 第２４条（略）  第２３条（略） （略） 

    ２ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。     ２ 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 （変更） 

（始業及び終業時刻の記録） （始業及び終業時刻の記録）  

 第２５条 職員は、始業及び終業時に所定の方式により、始業及び

終業の時刻を記録しなければならない。 

 第２４条 職員は、始業及び終業時にタイムカード等を自ら打刻

し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。 

（変更） 

（略） （略） （略） 

（休暇等）  （新設） 

 第２６条 休暇等は、年次休暇、臨時休暇、事故休暇、病気休暇、

産前産後休暇、生理休暇等、母性健康管理のための休暇

等、育児・介護休業等、子の看護休暇、介護休暇、弔事

休暇、公民権行使休暇及び裁判員等休暇とする。 

（休暇等は、代日休暇、年次休暇、臨時休暇、事故休暇、病気休暇、

産前産後休暇、母性健康管理のための休暇等、育児・介護休業等、介

護休暇、特別休暇、公民権行使休暇裁判員等休暇及び部分休業とす

る。） 

（変更） 

    ２ 前項の休暇等を与えられた職員は、その勤務を免除され

る。 

 第２５条 2 前項の休暇等を与えられた職員は、その勤務を免除さ

れる。 

（変更） 

（年次休暇） （年次休暇）  

 第２７条 職員は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間（以

下「休暇年度」という。）において、２０日の年次休暇

を受けることができる。 

 第２６条 職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間（以下「休

暇年度」という。）において、20日の年次休暇を受ける

ことができる。 

（変更） 

    ２ 休暇年度の途中において採用された職員が当該休暇年度     ２ 休暇年度の途中において採用された職員が当該休暇年度  
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において受けることのできる年次休暇の日数は、雇用期

間に応じ次の表のとおりとする。 

において受けることのできる年次休暇の日数は、雇用期

間に応じ次の表のとおりとする。 

雇用期間 休暇日数 

１１か月超１２か月以下 ２０日 

１０か月超１１か月以下 １８日 

９か月超１０か月以下 １７日 

８か月超９か月以下 １６日 

７か月超８か月以下 １３日 

６か月超７か月以下 １２日 

５か月超６か月以下 １１日 

４か月超５か月以下 ８日 

３か月超４か月以下 ７日 

雇用期間 休暇日数 

11か月超12か月以下 20日 

10か月超11か月以下 18日 

9か月超10か月以下 17日 

8か月超9か月以下 16日 

7か月超  8か月以下 13日 

6か月超  7か月以下 12日 

5か月超  6か月以下 11日 

4か月超  5か月以下 8日 

3か月超  4か月以下 7日 

2か月超  3か月以下 6日 

1か月超  2か月以下 3日 

1か月 2日 
 

（追加） 
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２か月超３か月以下 ６日 

１か月超２か月以下 ３日 

１か月 ２日 

 

    ３ 前２項の年次休暇の未利用分は、翌事業年度に継続して

雇用された場合に翌休暇年度に限り繰り越すことができ

る。 

    ３ 前2項の年次休暇の未利用分は、翌事業年度に継続して雇

用された場合に翌休暇年度に限り繰り越すことができ

る。 

（変更） 

    ４ 年次休暇は、半日ごとに区分して利用することができ

る。この場合の半日の単位は、第１６条の１日の所定労

働時間に応じ、休憩時間の開始前後の時間で区分する。 

    ４ 年次休暇は、半日ごとに区分して利用することができ

る。この場合の半日は1日の所定労働時間に応じて次の表

のとおりとする。 

（変更） 

(削除) 
1日の所定労働時間 半日区分 

7時間45分 
始業時刻又は就業時刻を含む4時

間 

6時間 
始業時刻又は就業時刻を含む3時

間 
 

（削除） 

    ５ 年次休暇は、職員の代表者との書面による労使協定に基

づき、１時間ごとに区分して利用することができる。但

し、この場合、休暇年度に５日を超えない範囲内で１日

を１単位として利用し、１単位に相当する時間数は、１

日の所定労働時間に応じて次の表のとおりとする。 

    ５ 年次休暇は、職員の代表者との書面による協定に基づ

き、1時間ごとに区分して利用することができる。ただ

し、この場合、休暇年度に5日を超えない範囲内で1日を1

単位として利用し、1単位に相当する時間数は、1日の所

定労働時間に応じて次の表のとおりとする。 

（変更） 

(削除) 
1日の所定労働時間 1単位に相当する時間数 

7時間45分 8時間 

（削除） 
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6時間 6時間 
 

１日の所定労働時間 １単位に相当する時間数 

７時間４５分 ８時間 

 

 （追加） 

    ６ 年次休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させ

る。但し、職員が請求した時季に年次休暇を取得させる

ことが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取

得させることがある。 

    ６ 年次休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させ

る。ただし、職員が請求した時季に年次休暇を取得させ

ることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に

取得させることがある。 

（変更） 

    ７ 年次休暇は、職員の代表者との書面による労使協定に基

づき、職員の有する年次休暇（前年度の未利用分の年次

休暇を含む。）のうち、１年につき５日を超える日数に

ついて、事前に時季を指定 して取得させることがある。 

       （新設） 

    ８ 第１項及び第２項の年次休暇が付与された職員（１０日

以上付与された場合に限る）に対しては、第６項の規定

にかかわらず、付与日から１年以内に、当該職員の有す

る年次有給休暇日数（前年度の未利用分の年次休暇を含

む。）のうち５日について、事務局が職員の意見を聴取

し、事前に時季を指定して取得させる。但し、職員が第

７項又は前項の規定による年次休暇を取得した場合にお

いては、当該取得した日数分を５日から控除するものと

する。  

       （新設） 

    ９ 年次休暇を取得した場合は、原則として、所定労働時間

を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

   １０ 前各項に定める内容は、常勤職員にのみ適用するものと

し、短時間勤務職員については、個別の労働条件通知書

により定める。 

       （新設） 

（臨時休暇）  （新設） 
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 第２８条 会長が臨時休暇として、次の各号の休暇を付与すること

ができる。 

（会長が別に定めるところにより付与することができる。） 第２７

条 

（変更） 

（１）夏季休暇  （新設） 

酷暑期等における職員の保健及び元気回復などに関する

処置として名古屋市に準拠し臨時休暇を与える。 

職員 日数 

毎年度６月１日現に在職する職員 ５日 

毎年度６月２日以降６月１５日までに採用され

る職員 
５日 

毎年度６月１６日以降６月３０日までに採用さ

れる職員  
４日 

毎年度７月１日以降７月３１日までに採用され

る職員  
３日 

毎年度８月１日以降８月３１日までに採用され

る職員  
２日 

毎年度９月１日以降９月１５日までに採用され

る職員  
１日 

 

 （追加） 

（２）特別休暇  （新設） 

感染症に感染した場合等、出勤が困難であると会長が認

めた場合に限り、職免により職務に専念する義務を免除

するための特別な休暇として、臨時休暇を与える。な

お、会長が指定した感染症に感染した場合、発症日又は

検体採集日を起算とし、退院等基準を満たし医療機関を

 （追加） 
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退院した日又は宿泊療養若しくは自宅療養が解除された

日までの期間が対象となる。 

    ２ 前項第１号の夏季休暇は、常勤職員にのみ適用する。        （新設） 

    ３ 臨時休暇を取得した場合は、原則として、所定労働時間

を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（事故休暇） （事故休暇）  

 第２９条 風水震火災その他の非常災害による交通途絶又は交通機

関等の事故により出勤することが著しく困難である場合

に与えるものとし、当該休暇の日数又は時間は、必要と

認められる時間とする。        

 第２８条 風水震火災その他の非常災害による交通と絶又は交通機

関等の事故により出勤することが著しく困難である場合

に与えるもとし、当該休暇の日数又は時間は、必要と認

められる時間とする。        

（変更） 

    ２ 事故休暇を取得した場合は、当該期間分に対する賃金は

支払わない。 

       （新設） 

（病気休暇） （病気休暇）  

 第３０条 傷病による療養のために勤務できない場合に与えるもの

とし、年度を通じて７５日以内とする。 

 第２９条 傷病による療養のために勤務できない場合に与えるもの

とし、年度を通じて75日以内とする。 

（変更） 

    ２ 病気休暇を取得した場合は、原則として、所定労働時間

を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（産前産後休暇） （産前産後休暇）  

 第３１条 女性職員の出産の場合には、産前産後休暇を受けること

ができる。 

 第３０条 職員の出産の場合には、産前産後休暇を受けることがで

きる。 

（変更） 

    ２ 前項の休暇の日数は、出産予定日の６週間（多胎妊娠の

場合にあっては１４週間）前の日から出産後８週間を経

過するまでの日とする。 

    ２ 前項の休暇の日数は、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場

合にあっては14週間）前の日から出産後8週間を経過する

までの日とする。 

（変更） 

    ３（略）     ３（略） （略） 

    ４ 産前産後休業を取得した場合は、原則として、所定労働

時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（生理休暇等）  （新設） 
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 第３２条 女性職員から、生理日の就業が著しく困難である旨の請

求があった場合には、その必要な期間（所定労働時間の

全部又は一部）の休暇を取得することができる。 

       （新設） 

    ２ 生理休暇等を取得した場合は、月に２回までに限り、原

則として、所定労働時間を労働した場合に支払われる通

常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（母性健康管理のための休暇等） （母性健康管理のための休暇等）  

 第３３条 職員は次の各号に掲げる場合には、母性健康管理のため

の休暇等を受けることができる。 

 第３１条 職員は次の各号に掲げる場合には、母性健康管理のため

の休暇等を受けることができる。 

 

（１）（略） （１）（略） （略） 

(削除) （２）女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 （削除） 

（２）妊娠中又は出産後１年以内の女性職員の母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１０条又は第１３

条に規定する保健指導又は健康診査の受診 

（３）妊娠中又は出産後1年以内の女性職員の母子保健法

（昭和40年法律第141号）第10条又は第13条に規定す

る保健指導又は健康診断の受診 

（変更） 

（３）、（４）（略） （３）、（４）（略） （略） 

    ２ 前項の休暇等の日数又は時間は、次の各号に掲げる日数

とする。 

    ２ 前項の休暇等の日数又は時間は、次の各号に掲げる日数

とする。 

 

（１）前項第１号 妊娠の期間を通じて２週間以内。但

し、これを分割することができる。 

（１）前項第1号 妊娠の期間を通じて2週間以内。ただ

し、これを分割することができる。 

（変更） 

(削除) （２）前項第2号 1回につき2日以内 （削除） 

（２）前項第２号 妊娠６月（１月は２８日として計算す

る。以下この欄において同じ。）までは４週間に１

回、妊娠７月から９月までは２週間に１回、妊娠１

０月から分娩までは１週間に１回、産後１年までは

その間に１回（医師等の特別の指示があった場合に

は、いずれの期間についてもその指示された回数）

とし、それぞれ１回につき必要と認められる時間 

（３）前項第3号 妊娠6月（1月は28日として計算する。以

下この欄において同じ。）までは4週間に1回、妊娠7

月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩まで

は1週間に1回、産後1年まではその間に1回（医師等

の特別の指示があった場合には、いずれの期間につ

いてもその指示された回数）とし、それぞれ1回につ

き必要と認められる時間 

（変更） 

（３）前項第３号 正規の勤務時間の始め又は終わりに１ （４）前項第4号 正規の勤務時間の始め又は終わりに1日 （変更） 
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日を通じて１時間以内でそれぞれ必要とされる時間 を通じて1時間以内でそれぞれ必要とされる時間 

（４）前項第４号 必要とされる日数又は時間 （５）前項第5号 必要とされる日数又は時間 （変更） 

    ３ 母性健康管理のための休暇等を取得した場合は、当該期

間分に対する賃金は支払わない。 

       （新設） 

（育児・介護休業等） （育児・介護休業等）  

 第３４条 職員のうち必要のある者は、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第７６号）に基づく育児休業（出生児育児休業を

含む。）、介護休業、育児のための所定外労働の免除、

育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに

所定労働時間の短縮措置等（以下「育児・介護休業等」

という。）の適用を受けることができる。 

 第３２条 職員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく

育児休業、介護休業、子の看護休暇、育児のための所定

外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜

業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等（以下「育

児・介護休業等」という。）の適用を受けることができ

る。 

（変更） 

    ２（略）     ２（略） （略） 

    ３ 育児休業及び介護休業を取得した場合並びに所定労働時

間の短縮措置により所定労働時間が短縮した当該時間分

に対する賃金は支払わない。 

       （新設） 

（子の看護休暇）  （新設） 

 第３５条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対

し、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするた

めに、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせる場

合に与えるものとし、年度を通じて５日（対象の子が２

人以上の場合にあっては、１０日）以内とする。 

       （新設） 

    ２ 子の看護休暇は、１時間ごとに区分して利用することが

できる。この場合、１日を１単位として利用し、１単位

に相当する時間数は、第２７条第第５項の規定を準用す

る。 

       （新設） 

    ３ 子の看護休暇を取得した場合は、原則として、所定労働

時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（介護休暇） （介護休暇）  
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 第３６条 負傷若しくは疾病により日常生活を営むのに支障がある

状態又は身体上若しくは精神上の障害により２週間以上

の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態（以

下「要介護状態」という。）にある配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）、１等

親の親族又は同居の２等親の親族の介護その他の世話を

行う場合に与えるものとし、年度を通じて５日（要介護

状態にある対象家族が２人以上の場合にあっては、１０

日）以内とする。 

 第３３条 負傷もしくは疾病により日常生活を営むのに支障がある

状態又は身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の

期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態（以下

「要介護状態」という。）にある配偶者（届出をしない

が事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）、1等親の

親族又は同居の2等親の親族の介護その他の世話を行う場

合に与えるものとし、年度を通じて5日（要介護状態にあ

る対象家族が2人以上の場合にあっては、10日）以内とす

る。 

（変更） 

    ２ 介護休暇は、１時間ごとに区分して利用することができ

る。この場合、１日を１単位として利用し、１単位に相

当する時間数は、第２７条第５項の規定を準用する。 

    ２ 介護休暇は、半日ごとに区分して利用することができ

る。この場合の半日は第26条第4項の規定を準用する。 

（変更） 

      (削除)     ３ 介護休暇は、会長が特に必要と認めるときは、1時間ごと

に区分して利用することができる。ただし、この場合、

休暇年度に5日を超えない範囲内で1日を1単位として利用

し、1単位に相当する時間数は、第26条第5項の規定を準

用する。 

（削除） 

    ３ 介護休暇を取得した場合は、原則として、所定労働時間

を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（弔事休暇） （特別休暇） （変更） 

 第３７条 職員は、次表に基づき、弔事休暇を受けることができ

る。 

 第３４条 職員は、次の各号に掲げる場合には、会長が定める期間

の特別休暇を受けることができる。 

（変更） 

(削除) （１）職員の結婚の場合 （削除） 

(削除) （２）忌引きの場合 （削除） 

 死亡した者 日数 

 配偶者 ７日 

 （追加） 
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血族 

１親等の直系尊属（父母） ７日 

同 卑属（子） ５日 

２親等の直系尊属（祖父母） ３日 

同 卑属（孫） １日 

２親等の傍系者（兄弟姉妹）  ３日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母）

  
１日 

姻族 

１親等の直系尊属 ３日 

同 卑属 １日 

２親等の直系尊属  １日 

２親等の傍系者  １日 
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３親等の傍系尊属  １日 

 

    ２ 前項の弔事休暇の日数は、その中の週休日、休日及び第

２６条第１項に規定する休暇等を含むものとする。 

    ２ 前項各号に規定する特別休暇の日数は、その中の週休

日、休日及び第24条第1項に規定する休暇等を含むものと

する。ただし、前項第1号の場合の週休日及び休暇につい

てはこの限りではない。 

（変更） 

    ３ 弔事休暇を取得した場合は、原則として、所定労働時間

を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（公民権行使休暇） （公民権行使休暇）  

 第３８条（略）  第３５条（略） （略） 

    ２ 公民権行使休暇を取得した場合は、原則として、所定労

働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払

う。 

       （新設） 

（裁判員等休暇） （裁判員等休暇）  

 第３９条 裁判員（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成

１６年法律第６３号）に規定する裁判員をいい、同法に

規定する補充裁判員、裁判員候補者及び専任予定裁判員

を含む。）として裁判所へ出頭する場合又は証人、鑑定

人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判

所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合で、その勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合に与える

ものとし、当該休暇の日数又は時間は、必要と認められ

る日数又は時間とする。 

 第３６条 裁判員（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成1

6年法律第63号）に規定する裁判員をいい、同法に規定す

る補充裁判員、裁判員候補者及び専任予定裁判員を含

む。）として裁判所へ出頭する場合又は証人、鑑定人、

参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人

事委員会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合に与えるものと

し、当該休暇の日数又は時間は、必要と認められる日数

又は時間とする。 

（変更） 

(削除) （部分休業） （削除） 

      (削除)  第３７条 会長は、職員が請求した場合において、協議会の業務の

正常な運営に支障がないと認めるときは、当該職員が満3

歳までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部（2時

間を超えない範囲内の時間に限る。）について勤務しな

（削除） 
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いことを承認することができる。ただし、短時間勤務職

員は適用除外とする。 

    ２ 裁判員等休暇を取得した場合は、原則として、所定労働

時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 

       （新設） 

（休暇等の申請） （休暇等の申請）  

 第４０条 職員が第２６条から第３９条に定める休暇等を受けよう

とするときには、会長の定める方法により申請し、その

承認を得なければならない。 

 第３８条 職員が第24条から第37条に定める休暇等を受けようとす

るときには、会長の定める方法により申請し、その承認

を得なければならない。 

（変更） 

（略） （略） （略） 

（費用弁償） （費用弁償）  

 第４１条 職員が職務のため在勤地内又は附近地に出張を命ぜられ

た場合は、運賃実費を支給する。なお、支給日について

は、第４４条に規定する報酬の支給日とする。 

 第３９条 職員が職務のため在勤地内又は附近地に出張を命ぜられ

た場合は、運賃実費を支給する。なお、支給日について

は、第43条に規定する報酬の支給日とする。 

（変更） 

    ２（略）     ２（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（報酬の支払） （報酬の支払）  

 第４３条 この規程に基づく報酬は、職員の代表者と書面による労

使協定を締結及び職員からの申出に基づき、その全額を

口座振替の方法により支払うものとする。 

 第４１条 この規程に基づく報酬は、職員からの申出に基づき、そ

の全額を口座振替の方法により支払うものとする。 

（変更） 

（報酬の支給） （報酬の支給）  

 第４４条 賃金は、日給月給制又は時間給制とし、別に定める額と

する。 

 第４２条 賃金は、別に定める額とする。 （変更） 

    ２（略）     ２（略） （略） 

    ３ 新たに職員になった者には、その日から賃金を支給す

る。職員が退職し、又は死亡したときはその月分まで賃

金を支給する。但し、第６条の規定により解職された者

には、その退職又は解職の日までを日割りで支給する。 

    ３ 新たに職員になった者には、その日から賃金を支給す

る。職員が退職し、又は死亡したときはその月分まで賃

金を支給する。ただし、第6条の規定により解職された者

には、その退職若しくは死亡又は解職の日までを日割り

で支給する。 

（変更） 
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（報酬の支給日） （報酬の支給日）  

 第４５条 報酬の支給日は、翌月１７日とする。超過勤務手当、休

日給も翌月１７日とする。 

 第４３条 報酬の支給日は、翌月17日とする。ただし、超過勤務手

当、休日給は翌月17日とする。 

（変更） 

    ２（略）     ２（略） （略） 

（勤務１時間当たりの賃金額の算出） （勤務1時間当たりの賃金額の算出） （変更） 

 第４６条 勤務１時間当たりの賃金額は、賃金月額を月平均所定労

働時間で割った数字とする。 

 第４４条 勤務1時間当たりの賃金額は、会長が別に定める。 （変更） 

（通勤手当） （通勤手当）  

 第４７条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。  第４５条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。  

（１）通勤のため、交通機関又は有料道路（以下「交通機

関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下「運賃等」という。）を負担することを常例とす

る職員（第３号に掲げる職員を除く） 

（１）通勤のため、交通機関又は有料道路（以下「交通機

関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下「運賃等」という。）を負担することを常例とす

る職員（第3号に掲げる職員を除く） 

（変更） 

（２）、（３）（略） （２）、（３）（略） （略） 

    ２ この規定の定めによるほか、名古屋市職員の通勤手当の

支給の例に準じ、会長が定める。 

    ２ この規程の定めによるほか、名古屋市職員の通勤手当の

支給の例に準じ、会長が定める。 

（変更） 

（超過勤務手当） （超過勤務手当）  

 第４８条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務

１時間につき、１時間当たりの賃金額に正規の勤務時間

外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞ

れ各号の掲げる割合（その勤務が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の

２５を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当と

して支給する。 

 第４６条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1

時間につき、1時間当たりの賃金額に正規の勤務時間外に

した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ各

号の掲げる割合（その勤務が午後10時から翌日の午前5時

までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した

割合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

（変更） 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定によ

り正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給

されることとなる日を除く。）における勤務につい

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条第2項の規定

により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が

支給されることとなる日を除く。）における勤務100

（変更） 
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ては１００分の１２５。但し、１日の労働時間が７

時間４５分に達するまでの時間分については１００

分の１００。 

分の125。ただし、1日の労働時間が7時間45分に達す

るまでの時間分については100分の100。 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務として、第１７条及び

第１８条（同条第２項を除く。）の休日に勤務した

場合は１００分の１３５ 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務100分の135 （変更） 

      (削除)     ２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ第15条第1項の規定

により定められた1週   間の勤務時間（以下「割振り

変更前の勤務時間」という。）を超えて勤務することを

命ぜられた職員（会長が定める時間を除く。）に対し

て、勤務1時間につき、1時間当たりの賃金額に100分の25

を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

（削除） 

（３）第１号（但し書きを除く。）及び前号の勤務におけ

る合計時間が６０時間を超えた時間分については１

００分の１５０ 

 （新設） 

（休日給） （休日給）  

 第４９条 第１８条第２項の法定休日に勤務することを命ぜられた

職員には、勤務した全時間に対して、勤務１時間につ

き、１時間当たりの賃金額に１００分の１３５を乗じて

得た額（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、その割合に１００分の２５を加算し

た割合）を休日給として支給する。 

 第４７条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の賃金

を支給する。 

（変更） 

      (削除)     ２ 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜ

られた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して、勤務1時間につき、1時間当たりの賃金額に100分

の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、

正規の勤務時間を超えた勤務時間又は代日休暇を与えた

休日の勤務に対しては、休日給を支給しない。 

（削除） 

（略） （略） （略） 

（損害賠償） （損害賠償）  
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 第５２条 職員が故意又は重大な過失（現金にあっては故意又は過

失）により協議会に損害を及ぼした場合は損害の全部又

は一部を賠償しなければならない。 

 第５０条 職員が故意または重大な過失（現金にあっては故意また

は過失）により協議会に損害を及ぼした場合は損害の全

部又は一部を賠償しなければならない。 

（変更） 

（社会保険等の加入） （社会保険等の加入）  

 第５３条 職員は厚生年金保険法に基づく厚生年金保険（昭和２９

年法律第１１５号）、健康保険法（大正１１年法律第７

０号）に基づく全国健康保険協会管掌健康保険及び雇用

保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険

の被保険者とする。但し、各保険の資格取得基準に満た

ない者を除く。 

 第５１条 職員は厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく

厚生年金保険、健康保険法（大正11年法律第70号）に基

づく全国健康保険協会管掌健康保険及び雇用保険法（昭

和49年法律第116号）に基づく雇用保険の被保険者とす

る。 

（変更） 

    ２ 協議会は、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５

０号。以下「労災保険法」という。）に基づく労働者災

害補償保険に加入するものとする。 

    ２ 協議会は、労災保険法に基づく労働者災害補償保険（昭

和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。）に加

入するものとする。 

（変更） 

（災害補償） （災害補償）  

 第５４条 職員が業務上又は通勤（労災保険法第７条第２項に規定

する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかか

ったとき又は死亡した時は、労災保険法の定めるところ

により災害補償を行う。 

 第５２条 職員が業務上または通勤（労災保険法第7条2項に規定す

る通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかっ

たとき又は死亡した時は、労災保険法の定めるところに

より災害補償を行う。 

（変更） 

    ２ 会長は、前項に定める補償のほか、別に定めるところに

より必要な給付を行うことができる。 

    ２ 会長は、前項に定める補償のほか、別に定めるところに

より必要な給付を行うことができる。 

 

（運用） （運用）  

 第５５条 この規則の運用に関して必要な事項は、会長が定める。  第５３条 この規程の運用に関して必要な事項は、会長が定める。 （変更） 

 



議題 6 別紙2 

栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則に基づく賃金(案) 

 

 

栄東まちづくり協議会事務局職員就業規則第 42 44 条に基づき、賃金を下記のよ

うに定める。 

 

1 賃金 

(1) 常勤職員  

①月額 344,400 円 

②月額 266,800 円 

  

(2) 短時間勤務職員  

   賃金の額は、短時間勤務職員が従事する事務局事務を精査した後、定める。 

   時間給 1,500 円 

 

附 則 

 この規則は、平成 31 年 2 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成 31 年 4 月 15 日から施行する。 

附 則  

 この規則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。なお、事務局事務の引継ぎを命じ

られた者については、令和 3 年 5 月 31 日までの間、短時間勤務職員の雇用とし、

その時給は 1,900 円とする。 

附則 

１ この定めは、平成３１年２月１日から施行する。 

２ この定めは、平成３１年４月１日から改定の上、施行する。 

３ この定めは、平成３１年４月１５日から改定の上、施行する。 

４ この定めは、令和３年４月１日から改定の上、施行する。なお、事務局事務の

引継ぎを命じられた者については、令和３年５月３１日までの間、短時間勤務職

員の雇用とし、その時給は１，９００円とする。 

 

 

 

 

 

 

５ この定めは、令和４年４月１日から改定の上、施行する。 

 

【参考】事務局事務の引継ぎを命じられた者に関する賃金の積算根拠 

 ・従前の事務局長の月額 296,000 円（管理職手当除く） 

 ・1 週間あたりの勤務時間 38 時間 45 分 より 

   → 296,000 円÷（38 時間 45 分×4 週間） 

＝1,909.67…≒時給 1,900 円（百円未満切捨て） 



報告事項 1 

防災事業 防災・防犯講習会について 

 

1．事業内容 

・日時：2023年 2月 21日（火）13:30～15:00（13:00開場） 

・会場：中区役所ホール 

・実施体制：栄東まちづくりの会、栄東発展会、栄東女子大小路ビル協会、栄東

まちづくり協議会の共催 

（実行委員会を設置し、企画・運営等を担当する。実行委員会は地

域団体から選出された委員により構成され、各会との連絡調整を

担当する） 

・内容：以下「チラシ」ご参照 
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環境美化事業 ゴミ、カラス対策について 

 

1．事業内容（2022年 8月協議会での審議結果） 

当初の事業計画を変更し、以下の新規事業の実施及び協議会で所要の経費を

支出することが全員一致で承認された。 

 

（1）事業内容（新規事業） 

・対象地域：栄東地区 

・実施体制（共催）：栄東発展会、（一社）栄東女子大小路ビル協会、 

栄東まちづくりの会、栄東まちづくり協議会 

・具体的な取り組み内容： 

①カラス被害の実態調査 6月～12月 

②カラス被害の多い場所の同定 

③対策の検討 

④啓発ポスター・チラシの制作 

⑤各団体を通し地域全体にカラス被害防止啓蒙ポスター・チラシの掲示・配布 

⑥当該場所の関係者に被害状況を説明し改善のお願い 

（2）協議会の役割と経費 

・役割：事業予算（6 万円）の範囲内でポスター・チラシ制作等の手配や活

動に必要な物品を購入し提供する。 

・経費： ポスター・チラシ制作、実態調査参加者用飲料 

 

2．実施結果の報告（事務局にて把握している内容） 

（1）啓発ポスター・チラシの制作 

次ページ参照 

（2）ごみ・カラス被害防止活動報告会の実施 

・日時：2023年 1月 24日（火）18:30～19:40 

・会場：協議会会議室 

 ・参加者：約 30名 

 ・内容：①栄東地域のカラス被害の実態の報告（動画） 

②被害調査結果及び被害防止活動内容の報告 

 

3．収支報告 

・事業予算：89,155円 

・支出額 ：88,688円（467円） 

 （内訳） 

項目 支出額（円） 

ポスター・チラシ制作 84,590 

実態調査参加者用飲料 4,098 

合計 88,688 
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【啓発ポスター・チラシ】 

 



報告事項 3 

街路灯事業 栄 5丁目の整備計画案作成について 

 

1．スケジュール（2022年 9月協議会(書面)の審議結果） 

7月～8月  地域での意見集約 

9月       検討会の実施について協議・決定（9月協議会） 

10月     検討会の実施時期・開催方法等を協議・決定（10月協議会） 

11月     地域での検討開始 

12月     地域での整備計画素案の策定 

       整備計画素案の報告（12月協議会） 

2023年 3月  整備計画最終案の策定（3月協議会） 

 

2．素案（2022年 12月協議会での栄東発展会からの報告内容） 

・デザイン：空間を照らすものではなく、路面を照らすタイプのデザインとす

る。栄 5 丁目は統一のデザインとするというのが大勢の意見であ

る。 

・整備期間：最短で整備をする。2023 年度期首の既設街路灯の残り 165 基*を

5 年で整備する計算で予算要望を出した。（*事務局からの補足：

残り 165 基という数量は飽くまで現在の既設街路灯の基数であり、

建柱位置案を作成した場合、全体の本数が増え、5 年で栄 5 丁目

の整備は完了しない見込みである。） 

・整備場所：デザインが決まっておらず建柱位置案が作成できていない状況の

ため、確定は出来ない状況だが、2023 年度は瓦通の南側及び東

栄通の北側から整備をする方針である。また、栄 5丁目で街路灯

のない暗い場所に 2基整備の要望が現在出ているため、それも含

める予定である。 

 

3．進捗報告 

（1）デザイン 

・統一のデザインで整備するのか 

（「統一のデザインで町内毎に色分けすると管理しやすい」という意見が出

た旨を 2023年 1月栄東発展会定例会後に報告いただいている。尚、色分

けの技術的な可否については対応可能であることを事務局にて確認済） 

 ・4丁目モデルとは別のデザインで整備するのか 

（2）路面平均照度の設定 

（【参考】2018年度作成の建柱位置案では瓦通以南の栄 5丁目地区は 10ル

クスで設定） 

（3）整備順位の考え方：2023 年度の更新方針（瓦通の南側及び東栄通の北側

から）での整備が終わった後の更新順 

（【参考】協議会の街路灯整備の方針「栄 4 丁目、5 丁目の街路灯を栄 4 丁

目北側から整備する」） 



報告事項 4 

1 
 

多文化共生事業 相談事業の広報資料について 

 

1．2022年度事業計画 

外国人と地域との共生のために行ってきた相談事業をより地域に根付いた

事業となるよう、中区役所等と連携し、中区からの相談利用者を増やす取

組みを継続実施する。 

 

2．広報資料の配布場所 

・中区役所：中区からの相談利用者を増やす取組みの一つとして、中区役所に

協力いただき、区役所内に配架いただく。 

・新たに追加する場所：外国人住民がよく立ち寄ることが想定される「中区の

各国飲食店・物産店、スーパーマーケット、日本語教

室、外国人住民が多い住宅、宗教施設・拠点、NPO

等外国人住民支援団体」等へ配布・掲示・配架を行う。

尚、外国人ヘルプライン東海への委託業務に広報業務

（配布・掲示・配架依頼）が含まれている。 

 

3．広報資料の更新 

（1）内容（2021年度作成チラシの内容を更新） 

・改正・修正の趣旨 

深刻な困りごとや家庭環境等個人的な事情を抱えた外国人住民にとって、

既知でない団体に相談をすることは容易ではないと推測されることや、

相談したことで自身の情報が警察や出入国在留管理庁に通報される不安

感も相談を妨げる要素として指摘がされている。そのため、相談につな

がりやすい環境整備の一環として、相談実施団体や秘密厳守の明記等の

更新を行うもの。 

 

●フィリピン人のための相談事業 

「無料電話相談」の「電話」削除、相談時間帯を変更、記載日時以外の

相談対応が可能な旨追記、協議会の委託事業であることを追記 

●全ての外国人のための相談事業 

相談会日時及び実施団体名の追記、地図（QR コード）を追記、秘密厳

守を追記、電話番号・実施団体ウェブサイト・LINE等のメッセージアプ

リアカウント（QR コード）を追記、ふりがな付き日本語を追記、委託

言語 6 言語以外の言語（タガログ語・韓国語）を削除、協議会の委託事

業であることを追記 

（2）仕様 

●フィリピン人のための相談事業：A4チラシのみ（変更なし） 

●全ての外国人のための相談事業：A4 チラシに加え、名刺サイズのカード

を 6言語版（次ページ参照）作成 

（3）更新後のチラシ：次ページ参照 
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【2021年度作成の広報チラシ】A4・両面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2022年度広報チラシ（更新）】     A4・両面 
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【2022年度広報カード（新規）】 ※全ての外国人のための相談事業のみ 

 

 

 



報告事項 5 

地域活性化事業 公衆無線 LAN廃止について 

 

1．事業計画 

2017年度から開始したFree Wi-Fiサービスを利用者実績等で評価した結果、

廃止する。機器撤去などを行う。 

 

2．経緯及び経過 

・2021年度：2017年度に導入した公衆無線 LAN（フリーWi-Fi）の事業を廃止

することを 2021 年 11 月に協議会として決定した後、アクセス

ポイント全 4 拠点に設置している機器の撤去につき、3 拠点（栄

池田パーキングビル、住吉観光ビル、昭和ビル）は 2021 度中に

撤去を完了し、残り 1 拠点（大一栄パーキングビル）は 2022 年

度中に撤去することとされていた。 

・2022年度：第一栄パーキングビル側と設置業者であるエヌ・ティ・ティ・ブ

ロードバンドプラットフォーム株式会社が協議を進めたところ、

Wi-Fi 機器の撤去は行わず、機器（エヌ・ティ・ティ・ブロード

バンドプラットフォーム株式会社所有）の無償譲渡をすること

で合意に至ったため、譲渡後の紛争を避けるため、資産譲渡の

覚書の締結することとなった。その後、締結内容の最終調整が

2023 年 1 月に完了した。同年 2 月に資産譲渡の覚書を 3 者（第

一栄パーキングビル側、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ

ラットフォーム株式会社及び協議会）で締結する予定である。 
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栄東まちづくり協議会における今後の体制・運営について（意見集約結果） 

 

団体 意 見 規約改正 

栄
東
ま
ち
づ
く
り
の
会 

○行政提案体制について 

・理想としては、地域に対する補助金について協議会にて運用の精査検討を

行い、行政からは助言を受けながら、地域が主になって運営していくべき。 

・但し、現在の状態では、地域３団体の意見を取りまとめながら、全てを協

議会で運営していくことは難しいと思われるので、最低でもあと２年は、

今の行政提案体制で進めたほうが良い。 

不 要 

○役員の任期について 

・今回の改選で、会長・副会長・事務局長が交代すると思われるが、会長、

事務局長の交代で、少なくとも２年前の手探り状態に戻ってしまうのでは

ないだろうか。 

・よって、今回は「会長・副会長の再選不可」を削除する必要がある。ただ

し「会長・副会長の 3期以上の再選は不可」とする。 

・事務局長の人事は、経験皆無の人材に代わることで、また１からフォロー

が必要。最も負担がかかるのは事務局員であり、さらに彼らの負担が増え

ることが心配。 

・今回の行政提案と改選にあたり、行政委員・協議会事務局員の双方から意

見をお聞きしたい。 

第 8条 

第 2項 

○南武平町北部町内会について 

・ボートピア開設当時からの補助金受け皿としての当該町内会の役割は、協

議会が発足し完全に機能している現在、その役割は終わったと思う。 

・また当該町内会から、ボートピアの情報等が地域に入ることは無く、今後

は他の町内会と同等の立場で活動すべき。 

第 4条 

第 1項 

別表 1 

○補助金について 

・この２年間で以前よりは効果的に運用できるようになったが、まだ活動に

対して制限・制約が多く改善の余地が多いので、行政提案が機能している

間に地域の意見を交えて、より迅速に的確に運用できるようにしてほしい。 

不 要 

栄
東
発
展
会 

○令和 5年度も現行の協議会の体制・運営を維持する。 不 要 

栄
東
女
子
大
小
路 

ビ
ル
協
会 

○「地域役員（会長・副会長）の任期は 2 年。同じ職の再任はできない」に

つき、「副会長の任期及び再選不可」を削除する。 第 8条 

第 1項 

第 2項 
○「会長の再任不可」の対象は「2期連続しての就任」の場合に限定する。 
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【参考】栄東まちづくり協議会規約（抜粋） 

 

（委員） 

第 4 条 協議会の委員は、別表 1 及び別表 2 のとおりとする。 

所属 役職等 委員数 

栄東まちづくりの会 
会長 1  

左記団体より推薦を受けた者 1  

栄東発展会 
会長 1  

左記団体より推薦を受けた者 1  

栄東女子大小路ビル協会 
会長 1  

左記団体より推薦を受けた者 1  

南武平町北部町内会 会長 1  

 

（役員及び職務） 

第 6 条 協議会の役員として会長 1 名、副会長 3 名を置き、第 4 条に規定する委員の互選によ

り選出する。 

2  副会長 3 名のうち 1 名は名古屋市中区区政部長とする。 

3  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

5，6 （略） 

 

（任期） 

第 8 条 役員及び監事の任期は 2 年を 1 期とする。ただし、後任者が就任するまで引き続きそ

の職務を行うものとする。 

2  役員（中区区政部長を除く。）は同じ職の再任はできない。 
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その他 1 ＜参考資料＞ 

栄東発展会会員からの意見 

 

【項目１】役割分担について 

意 見 

○まだスタートしたばかりであり、1年間時間を掛けてつくった会則なので、続けてやるべき。 

○協議会代表委員は、2 団体、3 団体に所属し、発言力が強い人の意見に偏ることがある。地域

団体会長により意見を会員に聞く機会を省略することもあり、意見を言える制度運営を実施し

てほしい。 

○現状、発展会定例会で協議会定例会議の内容が報告されており、発展会会員からの要望や意見

が協議会に報告されるなど現行役割分担が機能している。 

○協議会定例会議では、地域団体代表委員の発言は、個人的な意見が排除されつつあり、役割分

担が理解されるようになってきた。 

○さらなる協議会運営における中立・公正をめざして、現行制度を充実してもらいたい。 

 

【項目２】協議会委員構成について 

意 見 

○「会長・副会長の任期は 2年。同じ職の再任はできない。」について 

①旧制度の問題点（会長・副会長の在任期間が永過ぎたため各団体の意見集約ができなくなっ

た）を解消するため構築した新制度であり、同じ過ちを繰り返さないためにも「会長・副会

長の再任はできない」を持続すべきである。 

②規約改正後 2年しか経過してなく、「良い点・悪い点」が明確になっていないから。 

③過去のしがらみにとらわれず、フレッシュな気持ちで会長・副会長職に取り組んでもらうた

めには、2年で交代することは適切な任期である。 

○「地域委員の構成」について 

①法令遵守（コンプライアンス）の面からも、今のところはもっと厳正に行われる期待がある。 

②中立・公正な協議会とするためには現制度の構成比は適切である。 

③合議制を主に会議を運営し、極力多数決による決議は避けてもらいたい。 

○「設置町内会」について 

①設置町内会は日常的にボートピア関係者と接して意見交換でき、それぞれの情報共有ができ

るため設置町内会の委員は必要。 

②ボートピア及びその地主との円滑なコミュニケーションは協議会にとって重要であり、その

窓口となる設置町内会からの情報は欠かせない。 
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【項目３】組織・事務局体制について 

意 見 

＜変更する必要なし＞ 

○組織体制について、地域代表委員は、まだ旧制度に引きずられた対応はあるものの、次第に現

行組織体制が浸透してきている。 

○事務局体制について 

①事務局長は、新制度に従った会議運営を忠実に実施していただいており、3団体に対し中立・

公正な立場で向き合い対処していただいている。 

②協議会事業も充実し、事務局の仕事量も多くあり、仕事量に見合った事務局員の増員はやむ

を得ない。 

＜変更してほしい＞ 

○発展会は栄四丁目・五丁目の住民の代表である町内会長の集まりであり、他の団体とは住民本

位なので大事にして欲しいから、発展会からはもっと委員を出しても良いかと思う。現実的に

活動の主体は各町内会長である。 

○監事は、組織がコンプライアンス等に準じているかをアドバイスする立場から、協議会定例会

に出席して、発言しアドバイスすることが絶対に必要である。本来の監事の役割の一つです。

ただし、議決権はないものとする。 

○事務局職員の人数を見直して欲しい。 

 

【項目４】意思決定の仕組みについて 

意 見 

＜変更する必要なし＞ 

○各団体 1か月に 1回の会議での意見集約が難しい面もあるが、書面・メール等による確認で何

とか対応している。 

○発展会の定例会では、協議会事業報告を議題とし協議・意見集約をし、その結果を協議会へフ

ィードバックすることを慣例とし実施したことが、協議会事業への参画意識が高められること

につながった。 

○運営会議には、必要に応じた関係者を積極的に招集してほしい。 

＜変更してほしい＞ 

○監事は、組織がコンプライアンス等に準じているかをアドバイスする立場から、協議会定例会に

出席して、発言しアドバイスすることが絶対に必要である。ただし、議決権はないものとする。 

 

【項目５】事務局規定の改正について 

意 見 

○現状、何ら問題ありません。ただし、運営が公正にされているかのチェック体制が必要かもし

れません。いわゆる各団体に出費された金銭が適当に処理されているか、またその団体が適正

に処理したかのチェックが必要ではないかと思います。 

 


